
看護師・准看護師の資格を有する者が、 

訪問介護員等として従事する際の証明書について 
 

 

訪問介護及び介護予防訪問介護に従事しようとする人は、介護福祉士や介護職員

初任者研修修了、介護職員実務者研修、古いものでは訪問介護員資格を有していな

ければいけませんが、青森県では、看護師や准看護師については、介護職員初任者

研修の研修科目の全部を免除すると定めています。つまり、看護師や准看護師の資

格があれば、介護職員初任者研修を修了したものとみなし、これらの仕事に従事で

きるとしています。 

 

介護資格を有する証明書については、看護師または准看護師の免許をもってこれ

に代えるものとすると定めており、現在は交付されません。 

 

また次のページの要綱は、青森県が定めているもので、上記見解の根拠は、同要

綱第２条第１項および第３項によります。 

 

詳しくは、青森県ホームページ 

www.pref.aomori.lg.jp/welfare/welfare/ji_kaigoin_youseikenshuu.html でご確認ください。 

 

なお、他の都道府県で従事する場合は、それぞれの都道府県での定めがあります

ので、そちらに従っていただきますようお願いします。 
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青森県看護師等の資格等を有する者の介護員養成研修の受講の特例を定める要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、看護師及び准看護師（以下「看護師等」という。）の資格等を有

する者が、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第

２項及び第８条の２第２項の政令で定める者として同項に規定する訪問介護及び

介護予防訪問介護に従事しようとする場合の介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第３条第１項の研修（以下「介護員養成研修」という。）の受講の特例

について定めるものとする。 

 

（研修科目の免除等）                                               

第２条 看護師等の資格を有する者については、介護職員初任者研修の課程に係る研

修科目のすべての受講を免除するものとする。 

２ 実務者研修を修了している者については、介護職員初任者研修の課程に係る研修

科目の全ての受講を免除するものとする。 

３ 第１項に定める者が法第８条第２項及び第８条の２第２項の政令で定める者とし

て同項に規定する訪問介護及び介護予防訪問介護に従事しようとする際の証明書

は、当分の間、看護師等の免許をもって代えるものとする。 

４ 第２項に定める者が法第８条第２項及び第８条の２第２項の政令で定める者とし

て同項に規定する訪問介護及び介護予防訪問介護に従事しようとする際の証明書

は、当分の間、実務者研修修了証明書をもって代えるものとする。 

                                         

附 則 

この要綱は、平成１３年３月５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１４年３月１５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年３月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年３月５日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 


